
大学院入試における外国籍志願者の事前確認手続について（志願者用） 

 

 

 

教務課に連絡先アドレス非公開の教員への相談希望があった場合， 

        教務課から志願者へ当該教員の NUメールアドレスを伝える。 

 

 

 

 

 

※電話・メール・面談等によって，研究計画内容を確認する。 

※安全保障貿易管理シートのデータファイル：大学院研究指導教員にメール添付で配付 

 

 

 

 

 

 

       ※出願締切 10日前までに発行依頼する。 

 

 

教務課による確認事項： 

① 希望指導教員が内諾した研究計画書 

         ② 希望指導教員が内諾したことが分かる書類（メール本文，署名押印つき書類等） 

         ③ 希望指導教員が作成して教務課に直接提出された書類 

         ④ その他の基本情報（パスポートの写し，在留カードの写し等含む） 

        ※必要書類に不備がないことを確認されたら事前連絡確認書が発行される。 

 

 

 

 

※Web出願の際，事前連絡確認書に記載されたパスワードが必要となります。 

 

以  上 

 

１ 入学試験要項等の情報確認（志願者） 

２ 志願者から希望指導教員に研究内容確認依頼の連絡（メール・電話等） 

３ 希望指導教員による研究内容・研究計画等の確認 

４ 希望指導教員が内諾した場合， 

志願者本人には，当該希望指導教員から研究計画内容を確認した旨伝えられ
る。（メール・書面等） 

５ 志願者による教務課への事前連絡確認書の発行依頼（メール） 

６ 教務課での事前連絡確認書の発行手続（①②④の書類を添付） 

④ 

） 

７ 教務課での事前連絡確認書の発行及び志願者への通知（メール） 

８ 志願者からの出願 

教員対応 

教務課対応 


